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1 ⼤島町復興計画の策定にあたって 

1.1 平成２５年台⾵２６号に伴う⼟砂災害の概要 

平成２５年１０月１６日、台風２６号の接近に伴う記録的な豪雨は、甚大な被害を大

島町にもたらしました。２４時間の降水雨量は、１０月の大島での１ケ月の平均雨量の

約２．５倍となる８２４ミリとなり、その結果、大規模な土砂災害が発生しました。こ

の災害によって、町内で３６名の尊い命が奪われ、いまだ３名の方が行方不明となって

いるほか、負傷者や住家等の建物被害が多数発生しました。 

1.2 ⼤島町復興計画の策定 

被災以来、私たち大島町民は、全国からの温かなご支援をいただきながら、すべての

町民の協働と連携による島の地域力で、この未曾有の大災害に立ち向かってきました。 

今後、私たちは、いまだ行方が分からない方の捜索を全力で行い、災害で犠牲になっ

た方のご冥福を祈り、二度とこのような犠牲を出さない災害に強い島づくり、未来を見

据えた大島町の復興に向けて取組みを進めていかなければなりません。 

復興と再生を進めるためには、各種施策を総合的かつ計画的に進めることが重要です。

一日も早い被災者の生活再建と産業の再建を果たし、安全・安心で魅力ある島を町民と

行政とが協働と連携で実現していくためのまちづくりの計画として、大島町復興計画

（以下、「復興計画」という。）を策定します。 

1.3 復興計画と⼤島町基本構想・計画との関連性 

 災害からの復興は緊急かつ最大の課題であり、最優先に取り組む必要があることから、

本復興計画は、現在の大島町基本構想・基本計画を踏まえながら、緊急に必要とされる

被災者の生活再建や産業復興、避難等防災対策の強化のための施策が速やかに実行でき

る計画とします。 

 また、平成２８年度からの次期基本計画では、本復興計画との整合性も図りながら、

社会環境や経済情勢など大島町を取り巻く状況の変化に対応した計画を策定する予定で

す。 

その結果、本復興計画で定めた方針などの一部を見直すこともあります。 

下線部分：復興計画素案からの修正箇所 
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2 復興計画の基本理念・期間・⽬標・構成について 

2.1 復興の基本理念 

―協働と連携による島の地域⼒と安全・安⼼なまちの再⽣をめざして― 

復興にあたっては、まず、被災者の生活、生業の一日も早い再建を図るべきです。さ

らに、特に大きな被害を受けた地域の原形復旧に止まらず、今回の災害を教訓として、

町全体の防災力の向上をめざし、地域基盤の向上や良好なまちづくりを図るべきです。 

そのため大島町は、土砂災害からの早期の復興を図り、災害に強い自助・共助・公助

のまちづくりに努めるとともに、町民が安心して生き生きと暮らすことができる地域力

溢れる大島町の再生をめざして、町民と行政の信頼関係をもとに、協働と連携により

「被災を繰り返さないまちづくり」、「安心して住み続けられるまちづくり」を進め、

復興を積極的かつ着実に推進します。 

 さらに、町民と行政とが一丸となって、復興でめざす島の姿の実現に向けて取り組み、

被災前より魅力ある島づくりを進めていきます。 

2.2 計画の期間と⽬標 

復興計画の期間は、大島町基本構想・基本計画、東京都の土砂災害対策を考慮すると

ともに、復興には被災者の生活再建という早期に対応すべき課題から、新しいまちづく

りという長期的な課題まで、多岐にわたる取組みが必要とされることから、10 年間と

します。この間、急がれる課題である被災者の生活再建や土砂災害対策短期対策の実施、

平成 28 年度から始まる第６次基本構想・基本計画の期間との整合、20２0 年に予定

されている東京オリンピック・パラリンピックの開催、今後の人口動向などを見据え、

前期、中期、後期の３段階ごとに目標を設定し、災害から立ち上がり、復興でめざす島

の姿の実現に向けた取組みを行っていくこととします。 

前期（平成 26～２８年度） 

 目標：被災者の意向を尊重し、個々の被災状況に応じた生活再建の目途が立つこ

とをめざします。 

   ・災害によって住宅を失った方が仮設住宅を出て、新たな住居で生活できるよ

うになり、元町地区では復興まちづくりの計画が決まり、安心して住み続け

られるまちづくりが始まっています。 
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   ・がれき等の撤去処分が完了し、土砂災害警戒区域等が指定され警戒避難体制

の整備が行われるとともに、大金沢をはじめとした砂防対策や泉津、岡田の

治山対策が実施され、それに応じたインフラが復旧されます。 

   ・避難所や避難経路が周知徹底され、避難指示などの伝達手段も町民の意見を

反映したわかりやすいものになります。 

   ・復興キャンペーンの展開などにより、風評被害を払しょくし、災害による観

光客の減少を最小限とするとともに、被災していた農地や漁場が復旧し、生

産活動を行うことができるようになります。また、被災していた中小企業者

が、事業を再開したり新しい事業を開始することができるようになります。 

中期（平成 29～３１年度） 

 目標：活気と魅力ある島の再生を図り、東京オリンピック・パラリンピック開催に

あわせ「元気な大島」を発信します。 

・元町地区では、安全・安心なまちの形が見え始め、復興まちづくりが進んで

います。 

・大金沢をはじめとする砂防対策やインフラ整備が進んでいます。 

・被災した方の住宅再建により被災した地域に暮らす人が増えて、商業業務な

ども活気が出てきます。また、被災地域から移転した被災者の方たちによる

新たなコミュニティが形成され、地域に活気が戻りつつあります。    

・土砂の流入によって被害を受けた農地や漁場も回復し、収穫をあげることが

できるようになり、地域資源を生かした新たな島の魅力が観光にも生かされ

ます。また、新産業の企業が増え新たな雇用が創出されます。 

・東京オリンピック・パラリンピックの開催にあわせ、復興した大島の姿を多

くの人々に発信することで、来島者が増えます。 

・避難所や避難経路がさらに整備されるとともに防災訓練や防災教育が充実し

地域防災力が向上します。 

後期（平成３２～３５年度） 

 目標：『復興でめざす島の姿』を実現します。 
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＜復興でめざす島の姿＞ 

① 自然と共生する災害に強い島 

大島町は美しい海や雄大な三原山、椿の森など固有の自然に恵まれた美しい島

ですが、反面、噴火災害や土砂災害、風水害、地震など災害の危険と隣り合わせ

となっています。 

島の豊かな自然を尊び、共生しながら、二度と犠牲になる人を出さない、災害

に強い島をめざします。 

全島民で力を合わせ、風水害・土砂災害からの迅速な復旧と着実な復興を成し

遂げ、安全で安心して住み続けられる大島をめざします。 

② 自然や文化、人とのふれあいなど、心やすらぐ島 

東京都でありながら、大島には固有種や準固有種の植物に代表される溢れんば

かりの自然があります。また、島ならではの文化や歴史と、さまざまな人々との

あたたかい心のふれあいがあります。 

この豊かな自然や文化を守り続け、人の心にやさしい癒しの島で在り続け、こ

れから生まれてくる子供たちから高齢者、身体の不自由な方や外国人、誰にでも

やさしく、みんながいつまでも住み続けられる元気な島をめざします。 

③ 誰もが訪ねたくなる、移り住みたくなる、賑わいに溢れた島 

東京に一番近い島「常春の島・大島」の魅力を全国そして世界に発信し、大自

然と触れ合い、生きている地球を体感するなど、「大島」を楽しむ人々や大島で

暮らす人々で、賑わいに溢れた島をめざします。 

そして、まちに活気を取り戻すことによって、多くの人が移り住める・移り住

みたくなるような、夢と笑顔に満ちた新しい大島をめざします。 
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2.3 復興計画の構成 

復興にあたっては、まず第一に、被災した方々の生活再建のための取組みが、早急に

必要です。 

さらに、大きな被害を受けた地域の原形復旧に止まらず、今回の災害を教訓として町

全体の防災力の向上をめざし、産業の復興、地域基盤の向上や良好なまちづくりを図り、

「被災を繰り返さないまちづくり」を推進しなければなりません。 

このため、「被災者生活再建支援」「地域基盤・インフラの復旧」「産業・観光復興

支援」および「防災まちづくりの強化」の４つのテーマを、復興計画の柱として施策を

推進します。 

 最も被害が大きかった元町地区の再生に向けては、土砂災害対策の推進とともに、被

災者や地域の方々のご意向を反映し、将来にわたって安心して住み続けられるまちをめ

ざす必要があります。 

 復興を推進していくためには、復興計画を策定した後の事業実施にあたって、町だけ

でなく、町民も一緒に取り組んでいくことが不可欠です。 

 これらを踏まえて、復興計画は、島全体の復興を推進するための「全島にかかわる復

興計画」、元町地区のこれからの復興まちづくりを推進するための「元町地区の復興ま

ちづくり計画」、計画策定後の推進体制を示す「復興の推進体制」で構成することとし

ます。 

 

 【大島町復興計画の構成】 

１．大島町の復興計画の策定にあたって 

  ２．復興計画の基本理念・期間・目標・構成について 

  ３．全島にかかわる復興計画 

     復興の柱１ 被災者生活再建支援 

     復興の柱２ 地域基盤・インフラの復旧 

     復興の柱３ 産業・観光復興支援 

     復興の柱４ 防災まちづくりの強化 

  ４．元町地区の復興まちづくり計画 

５．復興の推進体制 
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大島町復興計画の期間と復興の柱ごとのスケジュール 

 前期 

平成 26～28 年度

中期 

平成 29～31 年度

後期 

平成 32～3５年度

大島町復興計画 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
復興の柱１ 

被災者生活 

再建支援 

   

復興の柱２ 

地域基盤・ 

インフラの 

復旧 

   

復興の柱３ 

産業・観光 

復興支援 

   

復興の柱４ 

防災まちづくり

の強化 

   

元町地区の復興

まちづくり計画

   

【参考】 

大島町基本構想 

・基本計画 

 

 

 

 

 

  

   

被災者への資金等の支援 

住宅再建の支援 

多様な各サービスの提供 

情報提供と相談体制の確立 

がれき等の撤去処分 

（必要な時に必要な支援を継続して実施） 

第６次基本構想・基本計画（平成 28〜35 年度）

被災者の意向を尊重

し、個々の被災状況

に応じた生活再建の

目途が立つことをめ

ざします。 

第５次基本構想・
基本計画 

活気と魅力ある島の再生を図り、東京 

オリンピック・パラリンピック開催に 

あわせ「元気な大島」を発信します。 

「復興でめざす島の姿」を実現します。 

①自然と共生する災害に強い島 

②自然や文化、人とのふれあいなど、心やすらぐ島 

③誰もが訪ねたくなる、移り住みたくなる、賑わいに溢れた島 

事業計画策定 住宅再建支援、生活道路・公園等の整備・大金沢流路改修 

地域基盤の整備、インフラの復旧と機能強化 

島内企業の早期再建と商工業の振興、農業の早期再建と振興、 

水産業の早期再建と振興、観光振興の推進 

台風 26 号に伴う豪雨災害の検証と地域防災計画の改訂、災害情報の連絡体制の

再構築、災害対応力の強化、島内避難体制の再構築、避難施設の強化等、 

災害教訓の伝承と地域防災力の向上 
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3 全島にかかわる復興計画 

復興の柱１ 被災者生活再建支援 
 

◆課題 

・今回の災害によって、多くの方々の生活基盤が被害をこうむりました。 

・特に住宅は生活する上でなくてならない大切な基盤であり、早急な恒久住宅の確保

が必要です。 

・さらにこの未曾有の災害は、被災した方々をはじめ、大島町民の心や体にも大きな

爪痕を残しています。とくに被災した方々の心身の健康の回復と維持のため、きめ

細かいサポートが求められています。 

・これらの生活全般の再建に向けて、被災した方々の様々な困難を解決するための情

報提供と、いつでも気軽に相談できる窓口体制を整備し、継続した見守りが必要で

す。 

◆方針 

① 被災者への資金等の支援 

・さまざまな既存制度を適切に運用し、一人一人の被災者の生活再建を支援します。 

・中長期的な視点から新たな支援策を検討し、必要な方に必要な支援を行います。 

② 住宅再建の支援 

・被災者の方々の意向を把握し、各種の既存制度の活用、新たな支援策の検討、復

興（町営）住宅の提供とともに、住宅再建課題に対応したまちづくり事業手法の

活用を検討します。 

・まちづくり事業手法の活用により、住宅再建に必要な基盤整備などを促進します。 

・まちづくり事業手法を活用して、安心して住み続けられる安全で快適な居住環境

を整備します。 

③ 多様なサービスの提供 

・被災者をはじめ町民が安心して暮らせるよう、応急仮設住宅の適切な維持管理や、

町民の生活に関連する保健や医療、介護、子育て支援等、福祉に関する各種サー

ビスを行い、社会福祉協議会等と連携した被災者の見守りなど、きめ細かな支援

を検討します。 
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・必要なサービスが適切に行き届くよう、見守りを継続し、求められるサービスを

提供します。 

④ 情報提供と相談体制の確立 

・被災者が各種の支援制度を活用し、早期に生活再建に取り組むことができるよう、

情報提供と相談体制を強化します。 

・相談体制を維持し、被災者の生活再建の進捗や心身の状況に応じた支援を行いま

す。 

◆主な施策 

方針① 被災者への資金等の支援 

前期 

1-1-1 義援金、生活再建支援金などの支給や生活資金等の貸付け 

・義援金や生活再建支援金の支給など、被災者の生活を支えるための資金

の支援を行います。 

・災害援護資金貸付、生活福祉資金貸付など、被災者の生活資金をあっせ

んします。 

1-1-２ 子どもたちへの就学支援 

・住宅被害や長期避難により応急仮設住宅等へ移転し通学が困難になった

児童・生徒に対し、通学支援を行います。 

・災害によって世帯の経済状態に影響の出た被災世帯の児童・生徒に対

し、就学資金や進学資金などを支援します。 

中期 

1-1-３ 生活資金等の支援 

 ・被災者の生活再建状況に応じて、支援が必要な被災者に生活資金の支援

を行います。 

1-1-４ 子どもたちへの就学支援の継続 

・災害によって世帯の経済状態に影響の出た被災世帯の児童・生徒に対

し、引き続き、就学資金や進学資金などを支援します。 
後期 

方針② 住宅再建の支援 

前期 

1-2-１ 個人住宅再建支援 

・被災した住宅の再建（修理、現地再建、移転再建、購入など）に向けた

資金援助を、既存制度により行い、必要に応じて新たな支援策を検討し

ます。 

 ・住宅再建を促進するとともに、二次災害の危険性のある宅地については

擁壁の復旧を支援します。 

 ・被災した住宅の浄化槽の修理や、再建する住宅の浄化槽の新設を支援し

ます。 

1-2-２ 復興（町営）住宅の建設 

・個人による住宅の再建が困難な被災者のために、復興（町営）住宅を建

設します。 
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1-2-3 住宅再建を支援するまちづくり事業手法の導入 

 ・現地再建、移転再建など、被災者の意向を十分に尊重しつつ、必要な基

盤を整備し、住宅再建を支援することのできるまちづくり事業手法を検

討し、導入します。 

中期 

1-2-4 住宅再建支援の推進 

 ・基盤整備を必要とする被災住宅に対して、まちづくり事業手法を活用し

て住宅再建支援を進めます。 

後期 

1-2-5 安心して住み続けられるまちづくりの推進 

 ・まちづくり事業手法を活用して、安心して住み続けられる基盤施設を整

備し、大島らしさに富んだまちづくりを進めます。 

方針③ 多様なサービスの提供 

前期 

1-３-1 応急仮設住宅の維持管理 

・住宅再建までの居住の場となる応急仮設住宅は、住宅および浄化槽、受

水槽、街路灯など共用部分を適切に維持管理します。 

1-3-２ 生活全般に係るサービスの提供 

 ・社会福祉協議会や災害ボランティアの協力を得て、被災者の見守り体制

の整備、介護や子育て支援など、生活全般に係る多様なサービスの提供

を行います。 

1-3-３ 保健・医療に関するサービスの提供 

 ・心身の健康に関する相談体制を設けるとともに、通院サポートなど、心

身の健康を維持するために必要な保健・医療サービスの提供を行いま

す。 

1-3-４ こころのケア 

 ・被災者や子どもたちのこころのケアを、継続して実施します。 

中期 1-3-5 被災者の見守りの継続と適切なサービス、ケアの提供 

 ・被災者の見守りを継続するとともに、必要な時に必要とするサービスや

ケアを提供します。 後期 

方針④ 情報提供と相談体制の確立 

前期 

1-4-1 総合相談窓口の設置 

 ・生活再建に向けた様々な相談に対応するため、総合相談窓口を設置しま

す。 

1-4-2 専門家による相談体制の整備 

 ・弁護士、行政書士など生活再建や住宅再建に向けた各種相談に応じるこ

とができるよう、専門家による相談体制を整備します。 

中期 
1-4-3 総合相談窓口の継続 

 ・被災者の生活や心身の状況に応じて、必要な情報を提供するとともに、

必要なサービスの提供につなげることができるよう、総合相談窓口を継

続します。 
後期 
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復興の柱２ 地域基盤・インフラの復旧 
 

◆課題 

・今回の災害では、元町地区で起きた流木を伴う土石流のほか、岡田地区、泉津地区

など島内１１箇所の山腹崩壊が発生したことから、火山島である島全体の土砂災害

への脆弱性に対応するために土砂災害対策および山地災害対策の強化が必要です。 

・大量の土砂や水の流出によって、道路網の寸断、携帯電話など通信の途絶、水道や

電気などライフライン被害が発生したことから、これら島の地域基盤となるインフ

ラ施設の復旧と機能強化が必要です。 

・市街地にある一次仮置場の災害廃棄物は、平成２６年６月末までに全て撤去されま

したが、被災現場等に残っている災害廃棄物についても、迅速に処理することが必

要です。 

◆方針 

① 地域基盤の整備 

・町道など地域基盤の復旧や復興事業を展開するために、自然環境に配慮しながら、

必要な整備を進めます。 

・東京都が行う土砂災害対策などと連携しながら、被災した地域では自然と調和を

図り、「安全」に加え「安心」を確保するまちづくりを進めます。 

・東京都と町が連携して、島全体の安全性向上に向けた土砂災害対策を進めます。 

② インフラの復旧と機能強化 

・被災した水道施設の早期復旧を進め、災害時の飲料水の確保を進めます。 

・水道や電気、通信などライフライン施設については、災害時も供給機能が維持で

きるような整備の検討を推進します。 

③ がれき等の撤去処分 

・大島町災害廃棄物等処理計画に基づき、平成２６年度中に島外処理分を含めた処

理が終了するよう、引き続き災害廃棄物の処理を迅速に進めます。 
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◆主な施策 

方針① 地域基盤の整備 

前期 

2-1-1 道路の復旧 

・被災した都道の復旧とともに、町道を復旧します。 

2-1-2 土地境界の復元 

 ・土砂災害によって被害が集中した元町地区等において、土地境界を復元

します。 

2-1-3 土砂災害対策（短期対策）の推進 

・被災した地域において東京都が行う導流堤や堆積工の整備など土砂災害

対策の短期対策と、中長期対策の検討について町も協力して進めます。 

2-1-４ 被災した地域における雨水排水整備計画の策定  

・被災した地域において、降雨による道路冠水を防止するため、雨水排水

対策を推進するための計画を東京都と連携して策定します。 

2-1-5 島全体の土砂災害対策の着手・推進 

 ・島全体の土砂災害の危険性の高い箇所については、東京都と連携して、

安全確保に向けた対策に着手し、推進します。 

中期 

2-1-6 土砂災害対策（中長期対策）の推進 

 ・東京都が行う被災した地域における土砂災害対策の中長期対策を町も協

力して進めます。 

2-1-7 被災した地域の雨水排水整備の実施 と島全体の対策の検討 

・被災した地域において雨水排水対策を推進するとともに、島全体の雨水

排水対策を東京都と連携して検討します。 

後期 

2-1-8 島全体の土砂災害対策の推進 

 ・東京都が行う土砂災害対策（中長期対策）をより一層推進するととも

に、島全体の安全確保に向けた対策を、町も協力して進めます。 

2-1-9 雨水排水整備の実施 

 ・東京都と連携して島全体の雨水排水対策を推進します。 

方針② インフラの復旧と機能強化 

前期 

2-2-1 水道施設の復旧と災害時の飲料水確保の検討 

・被災した水道施設を復旧するとともに、施設の耐震化や災害時の飲料水

確保の方策を強化します。 

2-2-2 災害時の電力の確保 

・電力の災害時供給機能の強化と非常用電力の確保を図ります。 

中期 2-2-3 ライフライン施設の災害時の機能の確保 

 ・ライフライン事業者とともに災害時の機能維持に向けた検討を行い、対

応力を強化します。 後期 

方針③ がれき等の撤去処分 

前期 

2-3-1 災害廃棄物等の処理 

 ・大島町災害廃棄物等処理計画に基づき、がれき等の速やかな撤去処分を進

めます。 
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復興の柱３ 産業・観光復興支援 
 

◆課題 

・今回の災害では多くの店舗や事業所が被害を受けており、休業や減収を余儀なくさ

れました。これらの島内企業の再建は、被災者の生活再建を支え町の経済被害を最

小限に止めるためにも重要な課題です。 

・農業や水産業は島の恵まれた自然環境を活かした地域産業であり、被災農業者の営

農再開支援や漁場の早期復旧などとともに、農産物や魚介類を加工し、また観光客

に味わってもらう地産地消の推進など商業、観光と連携した取組みを進め、総合的

かつ連携的な産業振興を図ることが必要です。 

・観光は島の主産業の一つであり、島外の人々との交流を促進する大事な役割を有す

ることを踏まえ、被災した観光施設や海岸の復旧を急ぐとともに、災害による風評

被害を払しょくする各種取組みを進め、既存の観光資源の活用や改善のみならず、

新たな資源や魅力の整備を進め、島の新鮮な食材の活用とともに人々の笑顔という、

島ぐるみの「おもてなし力」の向上や新たな魅力の創出が必要です。 

◆方針 

① 島内企業の早期再建と商工業の振興 

・直接間接に被災の影響を受けている島内企業が早期に復旧・再建できるよう、東

京都と連携し各種支援策を進めるとともに、観光振興と連携して賑わいを取り戻

します。 

・農業、水産業、観光と一体となった取組みを展開して、商工業の振興を図ります。 

・起業支援、新たな特産品の開発など、島内外の消費者のニーズの変化に対応でき

る新たな魅力づくりを継続し、地域経済の活性化を進めます。 

② 農業の早期再建と振興 

・被災した農業者の意向を踏まえ、国や東京都の支援を活用して営農再開への支援

と農地や農業用施設等の復旧を行い、農業者の生活再建を支援します。 

・商工業、水産業、観光と連携して農産物の地産地消を推進し、農業の６次産業化

と振興を図ります。 

・遊休農地の有効活用、担い手の確保・育成・定住支援などにより、農業の活性化

をより一層、図ります。 

 



13 

③ 水産業の早期再建と振興 

・東京都と連携し、土砂等が流入した漁場の早期回復に取り組みます。 

・水産加工技術の向上とともに、農業、商工業、観光と連携して魚介類や水産加工

品の地産地消を推進し、水産業の６次産業化と振興を図ります。 

・種苗放流など栽培漁業の推進による漁獲の安定化、担い手の育成・定住支援など

により、水産業の活性化をより一層、図ります。 

④ 観光振興の推進 

・島の安全対策のＰＲや、復興キャンペーンの展開などにより風評被害を払しょく

し、災害後に減少した観光客を呼び戻します。 

・既存の観光資源の活用や改善とともに新たな観光資源の整備を図り、島の新鮮な

食材の地産地消の推進、観光客への心のこもったおもてなしで島の魅力を向上し、

リピーターのみならず来島者の口コミやさまざまな情報発信によるニューカマー

の来島を促進します。 

・東京オリンピック・パラリンピックに合わせて、新たな大島の魅力の創出と世界

に向けた発信により、多様な人々の来島をより一層促進し、観光振興を図ります。 

◆主な施策 

方針① 島内企業の早期再建と商工業の振興 

前期 

3-1-1 被災事業所の再開資金等の支援 

・被災した中小企業や間接被害を受けた中小企業に対し、融資あっせんな

ど営業再開や経営安定に向けた支援を行い、必要に応じて新たな支援策

を検討します。 

3-1-2 情報発信やイベント出店への支援 

 ・町民や観光客への情報発信やイベント等の開催に対し、支援を行います。

3-1-3 地産地消の促進 

 ・島内の農業、水産業との連携を強化し、特産品の地産地消を促すために

必要となる情報提供を各産業分野に対して行います。 

3-1-4 外部専門家派遣制度などの活用 

・外部専門家派遣制度などの活用により、事業者が連携して行う地域活性

化の取組みを支援します。 
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中期 

3-1-5 消費者ニーズの把握等に対する支援 

・外部専門家派遣制度の活用や地域資源活用などの情報提供などにより、

消費者ニーズの把握や販路拡大の検討、魅力の向上など事業者が行う取

組みを支援します。 

3-1-6 地域経済活性化への支援 

 ・地域おこし協力隊制度の活用などにより、産業分野間の連携を強化し、

地域ブランドの開発・販売や他の都市・地域・島との交流、移住希望者

の受入れ促進など、活性化に向けた主体の形成・強化と取組みへの支援

を行います。 

後期 

方針② 農業の早期再建と振興 

前期 

3-2-1 農業基盤施設の早期復旧 

・災害によって被害を受けた農地などを早期に復旧します。 

3-2-2 農業再開への支援 

・遊休農地の活用などにより、被災した農業者の営農再開を支援します。 

中期 

3-２-3 農産物の地産地消の拡大 

・ぶらっとハウスなど直売所を活用するとともに、農業と商工業、観光と

の連携を強化して流通拡大を図り、地産地消を促進します。 

3-２-4 農業の担い手の育成 

 ・各種農業団体等との連携により、営農希望者への技術指導の実施や島外

からの新規就農者の受け入れ態勢の整備など、担い手の育成を行いま

す。 

後期 

3-2-5 農業の６次産業化の推進 

 ・新鮮で安全な野菜の生産奨励、アシタバなど島の代表的な特産品の生産

拡大を進め、商工業、水産業、観光と連携し、農業の６次産業化を推進

します。 

3-2-6 農業の担い手育成の継続と営農継続支援 

 ・農業の担い手の育成を継続するとともに、島内で継続して営農できるよ

う各種農業団体と連携した技術指導などの支援を行います。 

方針③ 水産業の早期再建と振興 

前期 

3-3-1 漁場の回復 

 ・被害を受けた漁場の潜水調査を行い、漁場の早期回復に向けた対策を進

めます。 

3-3-2 漁業施設の防災性強化 

 ・漁業施設の防災性の強化を促進するため、耐震改修等を支援します。 

中期 

3-3-3 水産加工技術の向上と地産地消の拡大 

・水産加工技術の向上支援、海市場等の活用による魚介類や水産加工品の

流通拡大などを進め、地産地消を促進します。 

3-3-4 水産業の担い手の育成 

 ・講習会や研修会などを実施し意識向上を図るとともに、新規就業者のた

めの技術指導や受け入れ態勢の整備など、水産業の担い手の育成を行い

ます。 
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後期 

3-3-5 つくり育てる漁業の振興 

 ・沿岸漁業の拡充と振興に向けて、種苗放流など栽培漁業をより一層推進

します。 

3-3-6 水産業の６次産業化の推進 

 ・付加価値の高い特産品の製品化を支援し、商工業、農業、観光と連携

し、水産業の６次産業化を推進します。 

3-3-7 水産業の担い手育成の継続と技術的指導支援 

 ・水産業の担い手の育成を継続するとともに、漁協等の関係団体と連携し

た技術指導などの支援を行います。 

方針④ 観光振興の推進 

前期 

3-4-1 観光施設の早期復旧 

 ・海水浴場や弘法浜プール（仮称）など観光のための施設を早期復旧しま

す。 

3-4-2 大島の魅力・安全性の発信 

 ・観光情報や島で行っている安全対策、役立ち情報など、観光客が知りた

い情報を、インターネットやパンフレット、観光マップなど様々な方法

で発信します。 

 ・自然災害と防災を学ぶことにもつながる伊豆大島ジオパークの取組み

を、既存観光施設の活用などとあわせて、より一層展開します。 

 ・大島の魅力を積極的に発信するため、観光特派員の活用など PR を推進

します。 

3-4-3 賑わいを取り戻す催しの実施 

・島内外での物産展の開催など、観光・農業・水産業が連携した各種イベ

ントを実施します。 

3-4-４ 岡田港周辺の環境づくり 

 ・東京都が実施する岡田港の船客待合所・津波避難施設整備にあわせて防

災性能を強化するとともに、観光客を迎える玄関口として、観光客に島

の魅力を伝える環境づくりを検討します。 

中期 

3-4-５ 大島の魅力を伝える情報発信の強化・継続 

 ・観光客のニーズに合わせた情報をわかりやすく、継続的に発信していく

体制と方法を構築します。 

3-4-6 既存資源の活用と改善による観光客の誘致推進 

 ・既存の観光資源を活用したスポーツ合宿などの誘致を促進するととも

に、サイクリングなど新たなニーズに合わせた施設整備や改善への支援

を行います。 

 ・元町港周辺の防災性能の強化とともに、機能性、快適性、デザイン性に

富んだ、観光客に島の魅力を伝える環境づくりを検討します。 

3-4-7 商工業、農業、水産業と連携した地産地消システムの構築 

 ・大島の食材の島内循環を促進し、観光客に島の食を楽しむことのできる

システム構築への支援を行います。 
 



16 

後期 

3-4-８ 新たな観光資源の整備と活用 

 ・元町地区の復興まちづくりと連携して、災害の記憶をとどめる施設の整

備、来島者を含めた災害・防災教育の場としての活用を進めます。 

 ・三原山や椿や桜など、大島の自然を活かした観光資源を、より一層活用

するとともに、自然・環境教育の場としての活用を進めます。 

 ・岡田港、元町港周辺の環境づくりとともに、波浮港周辺のまちなみの保

全など、島全体の観光資源の魅力向上のための整備を検討します。 

3-4-９ 大島の魅力の創出と情報発信の継続 

 ・美しく雄大な自然、自然と共生する暮らしや文化、真心のおもてなし、

美味しさと楽しさと安らぎなど、大島の魅力をより一層創出し、発信す

ることで、新たな観光客の来島と交流人口の拡大を進めます。 

3-4-1０ 長期滞在希望者や移住希望者への支援 

 ・長期滞在希望者や移住希望者に必要な情報提供や支援を、各種産業団体

と連携して行います。 
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＜今夏（平成 26 年夏）の重点的な取組 “ＫＯＮＫＡ・プロジェクト”＞ 

 ・風評被害を払しょくし、観光復興を進めるため、大島で最も賑わう弘法浜、日の

出浜を中心に、島内海水浴場と連携した取組みを、平成 26 年に実施しました。 

 ＜プロジェクトの内容＞ 

・ビーチバレーコートの設置 

・復興キャンペーンの展開 

・ビーチラインの運行 

（海水浴場を連絡する夏季限定のバス路線） 

 

 

  

がれき撤去が進んだ弘法浜 

（平成 26 年 7 月 8 日撮影） 
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復興の柱４ 防災まちづくりの強化 
 

◆課題 

・平成２５年台風２６号に伴う豪雨災害の教訓を踏まえた土砂災害対策の強化ととも

に、いつ起きてもおかしくないと言われている大規模地震や津波などによる災害も

考慮し、総合的な観点からの防災対策を推進するため、町、都、国が連携した防災

諸施設の強化や災害時の体制整備、災害対応力の強化が必要です。 

・二度と災害による犠牲者を出さないようにするため、災害から命を守る避難体制の

再構築と強化が必要です。 

・災害時に避難所となる施設は被災しないように防災性能を強化するとともに、要配

慮者の受け入れを想定したバリアフリー化や一週間分の物資等の備蓄など、防災機

能の強化が必要です。 

・このような災害を二度と起こさないためにも、今回の災害で得られた教訓を後世に

わたって伝えるとともに、各地域での防災訓練や防災教育の充実を図り、島の地域

防災力を向上させることが必要です。 

◆方針 

① 台風 26 号に伴う豪雨災害の検証と地域防災計画の改訂 

・今回の災害による課題を検証し、災害時の情報伝達体制や避難体制などを改善・

強化します。 

・土砂災害に加え、大規模地震や津波、噴火などの災害危険も考慮した災害時の体

制や対策などを強化します。 

・災害からの復興の経験をふまえ、災害予防、応急対策、復旧・復興対策の事前実

施と事前準備に向けた体制を強化します。 

② 災害情報の連絡体制の再構築 

・町による各種の災害情報の収集および町民等への伝達に関しては、情報連絡体制

の再構築を図り、町民にわかりやすい情報提供を行います。 

・提供された災害情報を活かして“自らが主体的に命を守ることできる”人づくり

を推進します。 

・町民が周囲で覚知した災害に係る情報等について、ツィッターなどの新しい情報

手段を活用して町と町民、町民同士が情報を共有するシステムを検討します。 
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③ 災害対応力の強化 

・災害時における消防力の増強、町役場、けんこうセンターなど災害時の防災拠点

となる施設の機能強化などにより、防災対応力を強化します。 

・各種ライフライン事業者と連携して、ライフラインの災害対応力を強化します。 

・防災訓練や防災学習などを通して“自らが主体的に命と家族を守ることできる”

人づくりを推進し、自助力の拡大を図ります。 

・自主防災組織の育成、その活動の活性化を通して、避難や被災後の支援など様々

に地域で支援しあう、地域の共助力の拡大を図ります。 

④ 島内避難体制の再構築 

・土砂災害防止法に基づく区域の指定までは、暫定的な「警戒を要する地域」と

「避難基準」により策定した避難計画に基づく迅速な避難行動ができるように周

知するとともに、体制づくりを進めます。 

・土砂災害防止法に基づく区域の指定が行われた際は、避難計画を見直し、体制の

強化を図ります。 

・避難行動に支援を要する人への対応も含め、地域ごとの共助による避難体制の整

備を推進します。 

・避難計画は、地域ごとの災害時要支援者の現状把握にあわせて防災関係機関と緊

密な調整を行い、適宜見直しを行うとともに、土砂災害のほか、大規模地震や津

波などの災害危険も考慮して、地域特性に応じた避難体制を構築します。 

⑤ 避難施設の強化等 

・既に指定されている避難所の修繕・改修または新規設置等によりあらゆる災害に

対する防災機能の強化に努めるとともに、利活用が可能な町有施設について、早

期に適切な措置を講じて避難所としての活用を図り、避難所となる施設や緊急避

難するための場所（避難場所）について周知徹底を図ります。 

・避難所施設のバリアフリー化や食料や生活必需品、資機材等の備蓄、通信機器の

整備などを検討し、避難所機能の向上を図ります。 

・災害に応じた避難経路の整備や安全性確保、避難所施設の適正配置などにより、

安全・迅速・円滑な避難ができるよう図ります。 
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⑥ 災害教訓の伝承と地域防災力の向上 

・防災訓練および防災教育の充実と効果的な実施方法を検討するなど、町民との協

働と連携による地域防災力の向上を推進するとともに、今回の災害の検証や教訓

を、島内外にわたって後世に伝えます。 

・自助・共助・公助の考え方に基づき、防災教育の推進や自主防災組織の育成など

により、防災意識の高い人づくりを進めます。 

◆主な施策 

方針① 台風 26 号に伴う豪雨災害の検証と地域防災計画の改訂 

前期 

4-1-1 台風 26 号に伴う豪雨災害の検証 

・今後の防災対策の強化に向けて、今回の災害の対応状況など、様々な観

点から課題を検証します。 

4-1-2 地域防災計画の改訂に向けた検討 

 ・今回の災害の教訓をふまえ、地域防災計画の改訂に向けた検討に着手し

ます。 

中期 

4-1-3 地域防災計画の改訂 

・今回の災害の教訓に加え、今後発生が予想されている大規模地震や津

波、噴火の被害想定等をふまえ、地域防災計画を改訂します。 

後期 
4-1-4 地域防災計画への復興経験の反映 

 ・この災害からの復興の経験を、地域防災計画に反映します。 

方針② 災害情報の連絡体制の再構築 

前期 

4-2-1 行政における災害関連情報の収集・分析・予測体制の強化 

 ・さまざまな災害関連情報を収集し、分析、予測を行い、適切な指示を出

すための情報活用体制の強化を推進します。 

4-2-2 町と関係機関の連絡体制の強化 

・町と関係機関との災害時および事前の情報伝達が迅速かつ円滑に行うこ

とができるよう、連絡体制を整備します。  

4-2-3 町民への情報伝達手段の整備 

・防災無線、インターネット、パンフレット、防災マップなど、町民にわ

かりやすい情報伝達手段を検討し、よりわかりやすく伝わるよう工夫し

ます。 

中期 

4-2-4 町民への情報伝達方法の改善 

 ・災害時の情報伝達が、町民によりわかりやすく伝わるよう、適宜改善し

ます。 

 ・情報伝達面の機能を強化するため、防災行政無線デジタル化などを進め

ます。 

4-2-5 町民による災害情報収集・伝達のための訓練等の実施 

 ・災害時の情報を自ら収集し、発信できる、防災力の高い町民を育成する

ため、防災学習会や防災訓練などを開催します。 

後期 
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方針③ 災害対応力の強化 

前期 

4-3-1 消防組織の消防力の増進 

 ・消防組織の消防力を増進するため、消防車両や救急車両の更新など設備

の充実を進めます。 

・情報伝達面の機能を強化するため、消防無線デジタル化などを進めます。

4-3-2 消防水利の整備 

 ・消防水利の充足率達成をめざし、耐震性貯水槽を整備します。 

中期 

4-3-3 防災拠点となる公的施設の機能強化 

 ・町役場やけんこうセンターなど災害時の防災拠点となる公的施設の耐震

性の強化と災害時の機能強化を図ります。 

後期 

4-3-４ ライフラインの機能強化 

 ・水道、電力、通信等、被災時に影響が大きいライフラインについては、

あらかじめ機能維持の対策を進めます。 

方針④ 島内避難体制の再構築 

前期 

4-4-1 暫定的な避難計画の策定 

 ・土砂災害防止法に基づく区域指定までの間、暫定的な「警戒を要する区

域」「避難基準」による避難計画を策定し、運用します。 

4-4-2 土砂災害防止法に基づく区域指定と避難体制の強化と避難計画の改  

    訂 

 ・土砂災害防止法に基づく調査による「土砂災害警戒区域」「土砂災害特

別警戒区域」指定を受け、警戒避難体制を強化し、避難計画を改訂しま

す。 

中期 

4-4-3 地域における避難体制の整備 

 ・避難行動に支援を要する人の現状把握や地域特性をふまえ、防災関係機

関と緊密な調整を行い、避難計画の適宜見直しを行うとともに、自主防

災組織との連携によって地域ごとの避難体制を構築します。 

後期 

4-4-4 災害危険や状況の変化に対応した避難計画の改訂 

 ・大規模地震や津波、噴火などの災害危険や状況の変化に応じて、避難計

画を適宜見直します。 

方針⑤ 避難施設の強化等 

前期 

4-5-1 避難所施設の防災機能強化 

 ・避難所に指定されている施設の耐震性など安全性の確保を進め、利活用が

可能な町有施設について、避難所として安全に活用できるよう適切な措置

を講じます。 

4-5-2 避難経路の見直し 

 ・地域ごとの特性および町道の整備にあわせ、自主防災組織との連携によ

り避難経路を見直します。 

4-5-3 防災マップ等の作成 

 ・災害危険情報や避難所や避難経路などの防災施設を示す防災マップ等を

作成します。 
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4-5-4 避難所施設の新規整備 

 ・避難所として利活用が可能な町有施設がない地域は、新規に避難所とし

て活用できる施設を建設します。 

中期 

4-5-5 避難所としての機能確保と運営検討 

・避難所施設のバリアフリー化や、災害時に必要となる食料、通信機器、

資機材等の備蓄、応急給水槽の設置などを検討します。 

・町と自主防災組織の連携と役割分担による円滑な避難所運営を可能とす

るため、避難所運営の方法と体制について検討します。 

4-5-6 避難経路の見直し 

 ・土砂災害、大規模地震、津波、噴火など災害ごとの特性にあわせ、自主

防災組織との連携により避難経路を見直します。 

後期 

4-5-7 避難施設の強化 

 ・災害ごとの特性にあわせた避難所施設の適正配置や避難経路の安全整備

を実施します。 

4-5-8 防災マップ等の改訂 

 ・最新の情報が提供できるよう、防災マップ等を適宜改訂します。 

方針⑥ 災害教訓の伝承と地域防災力の向上 

前期 

4-6-1 追悼式の開催 

 ・今回の災害による犠牲者を悼み、二度と災害による犠牲を出さない取組

みを継続していくことを誓うため、追悼式を開催します。 

4-6-2 自主防災組織の育成 

 ・地域ごとの防災力向上に向け、自主防災組織の強化を図り、地域住民と

ともに行う多様な防災訓練や防災学習の実施を支援し、資機材の貸与等

を行います。 

4-6-3 災害の記録の作成 

 ・今回の災害を次世代に伝えるために、災害の記録誌等を作成します。 

 ・子どもたちへ今回の災害を伝えるため、副読本等を作成します。 

4-6-4 自然災害教訓を伝える資料整備 

 ・ジオパークとの連携により、災害の記憶をとどめ教訓を伝える場を設

け、自然と共生する暮らし方とともに、島内外に情報発信します。 

中期 

4-6-5 災害教訓を伝える資料整備 

 ・今回の災害の記録や教訓などの資料を収集し、誰もが学習できるように

図書館や博物館、学校、役場などに整備します。 

4-6-6 自主防災組織の強化 

 ・土砂災害、地震、津波など、それぞれに対応した防災訓練や防災学習を

行うことができるよう自主防災組織を支援します。 

後期 

4-6-7 災害教訓の伝承 

 ・今回の災害の教訓と復興の経験を島内外に伝えるため、復興の記録誌等

を編纂します。 

 ・子どもたちへの災害の教訓と復興の経験を伝えるため、副読本等の改訂・

充実を検討します。 
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 ・観光客などの来島者にも防災学習の場の提供を検討していきます。また、

ＷＥＢ上に「大島災害伝承館（仮称）」を開設し、国内のみならず海外へ

の情報提供を進めます。 

4-6-8 防災訓練や防災学習会の継続した開催 

 ・子どもから大人まで、誰もが防災知識と防災技術を身につけることがで

き、次世代のリーダー育成に資する防災訓練や防災学習会を継続して開

催します。 

4-6-9 災害の記憶をとどめる施設の整備 

（3-4-8 新たな観光資源の整備と活用 再掲） 

 ・元町地区の復興まちづくりと連携して、災害の記憶をとどめる施設の整

備、来島者を含めた災害・防災教育の場としての活用を検討します。 
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4 元町地区の復興まちづくり計画 

今回の災害を受けて、東京都は平成 25 年度に、「伊豆大島土砂災害対策検討委員会」

を設置し、特に被害が大きかった大金沢の対策方針を検討してきました。 

委員会から報告された内容は、以下のとおりです。 

 ・被害が大きい元町地区、神達地区上部を先行して整備 

 ・山腹斜面に対する崩壊の拡大防止および土砂移動防止対策等の実施 

 ・大金沢堆積工に対する導流堤の整備 

 ・既設の大金沢本川堆積工の嵩上げ 

 ・警戒避難体制の整備（土砂災害警戒区域等の指定など） 

 ・大金沢既設流路の改修等 

この報告内容を踏まえ、被災された方々の意向などを把握し、復興まちづくりの方針

を定めます。 

4.1 被災前の元町地区の市街地状況 

元町地区のうち最も被害が大きかったのは、家の上、神達、丸塚、元町２・３丁目一

帯の市街地です。 

被災前は御神火スカイラインに沿って

比較的規模の大きい宿泊施設があり、花

卉栽培の畑や椿林と住宅街区が共存した

神達・丸塚、商業業務施設が立地する大

島一周道路に沿った元町３丁目、元町港

に至近で住宅と店舗、水産加工所などが

集積し、海水浴場として島で最もにぎわ

う弘法浜のある元町２丁目と、自然と調

和した静けさと利便性、観光資源を兼ね

備えたまちでした。 

 

  

 

家の上、神達、丸塚、 

元町２・３丁目一帯 
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4.2 復興まちづくりの⽅針 

復興まちづくりの区域 

・復興まちづくりを推進する区域は、元町のうち被害が集中した、家の上、神達、

丸塚、元町２丁目、元町３丁目の区域です。 

復興まちづくりの目標 

・この災害をふまえて、二度と同じような災害を繰り返さないだけでなく、被災さ

れた方が安心して暮らし続けられるように土砂災害対策を進めるとともに、快適

で美しく、住み慣れた利便性の高い元町地区で住宅を再建し、子供を育て、何世

代も住み続け、働くことのできるまちにしていくことが必要です。 

・海からの強い風から家々を守る木々に囲まれ、緑を楽しみながら安心して歩ける

みちが整備され、三原山を背景とした落ち着いた景観の、暮らしの息吹を感じる

まち、大きな被害のあった大金沢流路沿いから神達まで、犠牲になった方々の冥

福を祈り災害の教訓を後世に伝える公園や広場があり、防災の大切さを学び自然

との共生に思いをはせることのできるまちをつくることを、復興まちづくりの目

標とします。 

復興まちづくりの進め方 

・元町地区の復興まちづくりは、大金沢の土砂災害対策と流路改修の進捗にあわせ

て、災害に対して安全・安心を感じることのでき、かつ景観に配慮した市街地基

盤の整備と土地利用（安全・安心なまちづくり）を進め、被災者等の意向を尊重

して住宅再建支援（住宅再建の推進）を進めます。 

・地域の方々の意向に沿った復興まちづくりを進めるために、地域の方々とともに

新しいまちづくりを考え、実践していくための仕組みを講じていきます。 

土地利用の基本方針 

・堆積工、導流堤の上部に位置する一部地域（Ａゾーン）では、将来、異常降雨に

よって土砂流出や流木が発生した場合、導流堤によって堆積工に向かって流れて

くることになるので、積極的な土地利用は行わないこととします。 

・最も人的被害が大きかった神達（Ｂゾーン）では、被災者等の意向を尊重しつつ

公園を中心としたなどオープンスペースとしての土地利用を図ります。 

・大金沢流路沿川（Ｃゾーン）の大金沢堆積工から丸塚橋までの区域では、被災者

等の意向を尊重して、緑地、農地、樹林地などを配置するとともに住宅再建を支

援します。 



26 

・大金沢流路沿川（Ｃゾーン）の丸塚橋から河口までの流路近傍の区域では、大金

沢流路の改修にあわせ、被災者等の意向を尊重して、より安心して住むことので

きる基盤施設の整備を検討し、まちなみに配慮した土地利用と住宅再建の推進を

図ります。また、宅地に高低差が生じる場合、内容を精査し、必要な対策を検討

します。 

・大金沢流路から離れた元町２・３丁目一帯（Ｄゾーン）では、すでに被災した住

宅の修理によって住宅再建が進んでいる現状をふまえて現地再建を基本とし、住

宅や事業所が調和した利便性の高い市街地としての土地利用を図ります。 

被災者生活再建支援の方針 

・被災した土地への現地再建、移転再建、復興（町営）住宅への入居、貸家への移

転など、それぞれの意向に沿った住宅再建を支援します。 

・被災者が応急仮設住宅や仮住まいで孤立感を募らせたり、心身の不調が深刻化し

たりすることを防ぐため、生活再建に必要な支援と見守りを行い、多岐にわたる

相談に応じることのできる総合的な相談体制を継続します。 

・復興まちづくりの進捗やスケジュールなどを情報提供し、復興まちづくりの推進

に向けた意見交換を行うことのできる場の開催を継続します。 

地域基盤・インフラの復旧の方針 

・東京都が実施する大金沢の堆積工、導流工の整備、流路の屈曲部の改修と管理用

通路の整備を、町も協力して推進します。 

・大金沢流路周辺は、緑地、農地、樹林地の育成や広場等の整備により遊水機能や

防風機能を高め、「安心」を確保するまちづくりを進めます。 

・大金沢流路の改修にあわせて、橋梁の架替え、生活道路の整備改善、交差点の隅

切り改良や視界確保など、避難行動に支援を要する人たちを避難所へ送迎する自

動車や緊急車両などの通行にも配慮して、生活道路ネットワークを強化します。 

・広場等や生活道路の整備時には、大島の植物を取り入れた植栽などによる緑化を

推進し、大島らしさを感じられる景観的に優れたまちなみ形成を進めます。 

・八重沢の改修や面的な雨水排水対策を検討し、豪雨時の道路冠水を防止します。 

・大金沢流路改修等に伴い宅地に高低差が生じる場合、内容を精査し、必要に応じ

た対応を検討します。 
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産業・観光復興支援の方針 

・被災事業所や間接被害を受けた事業所については、それぞれの意向に沿った再建

に向けて、東京都と連携し、各種支援策を進めます。 

・まちづくりで整備する生活道路や公園等は、元町港、弘法浜、火山博物館など近

辺の観光資源との連携も検討し、デザイン性が高く、島の活性化に資する高質な

空間形成を図ります。 

防災まちづくりの強化の方針 

・多くの人的被害が発生した神達一帯では、被災者等の意向を尊重しつつ、災害の

記憶をとどめる施設や災害・防災教育の場として活用できる公園の整備などを行

い、災害の教訓を後世に伝えます。 

・三原山からの避難道路となる御神火スカイラインの復旧や大金沢流路改修に伴う

橋梁架替えなどにあわせて、避難経路となる道路について機能強化を図ります。 

・道路や公園などの整備時には、地域の方々との意見交換の場を設け、近隣住民の

コミュニティ育成や地域防災力の向上、市街地の防災性向上に必要な機能の確保

を図ります。 

4.3 元町地区の復興まちづくり計画に係る主な施策 

土地利用の基本方針 

前期 

M-1-1 まちづくり事業手法の導入 

・安全・安心のまちづくりを実現するために活用できるまちづくり事業手

法を検討し、導入します。 

中期 M-1-2 まちづくり事業手法などを活用した土地利用の誘導 

・まちづくり事業手法などにより、元町地区のゾーンごとの土地利用を誘

導します。 後期 

被災者生活再建支援の方針 

前期 

M-2-1（1-2-１再掲）個人住宅再建支援 

・被災した住宅の再建（修理、現地再建、移転再建、購入など）に向けた

資金援助を、既存制度により行い、必要に応じて新たな支援策を検討し

ます。 

 ・住宅再建を促進するとともに、二次災害の危険性のある宅地については

擁壁の復旧を支援します。 

・被災した住宅の浄化槽の修理や、再建する住宅の浄化槽の新設を支援し

ます。 

M-2-2 （1-2-3 再掲）住宅再建を支援するまちづくり事業手法の導入 

・現地再建、移転再建など、被災者の意向を十分に尊重しつつ、必要な基
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盤を整備し、住宅再建を支援することのできるまちづくり事業手法を検

討し、導入します。 

M-2-3 復興まちづくりを推進するための体制整備 

・行政と住民等が元町地区の復興まちづくりの情報を共有し、共に推進す

るための組織を検討し、設置します。 

・被災者の生活再建に向けた様々な相談に対応するため、総合相談窓口を

設置し、復興まちづくりの情報についてもお知らせします。 

中期 

M-2-4 （1-2-4 再掲）住宅再建支援の推進 

・基盤整備を必要とする被災住宅に対して、まちづくり事業手法を活用し

て住宅再建支援を進めます。 

M-2-5 復興まちづくりを推進する組織の継続 

・元町地区の復興まちづくりを推進するための組織を継続するとともに、

総合相談窓口を継続して復興まちづくりの情報をお知らせします。 

後期 

M-2-6 （1-2-5 再掲）安心して住み続けられるまちづくりの推進 

・まちづくり事業手法を活用して、安心して住み続けられる基盤施設を整

備し、大島らしさに富んだまちづくりを進めます。 

M-2-7 （M-1-5 再掲）復興まちづくりを推進する組織の継続 

・元町地区の復興まちづくりを推進するための組織を継続するとともに、

総合相談窓口を継続して復興まちづくりの情報をお知らせします。 

地域基盤・インフラの復旧の方針 

前期 

M-3-1 （2-1-2 再掲）土地境界の復元 

 ・土砂災害によって被害が集中した元町地区において、土地境界を復元し

ます。 

M-3-2 （2-1-3 再掲）土砂災害対策（短期対策）の推進 

・東京都が行う導流堤や堆積工の整備など土砂災害対策の短期対策と、中

長期対策の検討について町も協力して進めます。 

M-3-3 元町地区復興まちづくりの具体化 

 ・東京都が行う大金沢の土砂災害対策と流路改修の進捗にあわせて、安心

して住み続けられる、大島らしい復興まちづくりの具体化に向けて検討

を継続します。 

M-3-4 （2-1-４再掲）被災した地域における雨水排水整備計画の策定  

・被災した地域において、降雨による道路冠水を防止するため、雨水排水

対策を推進するための計画を東京都と連携して策定します。 

中期 

M-3-5 （2-1-6 再掲）土砂災害対策（中長期対策）の推進 

 ・東京都が行う土砂災害対策の中長期対策を町も協力して進めます。 

M-3-6 元町地区復興まちづくりの推進 

・東京都が行う大金沢の土砂災害対策と流路改修の進捗にあわせて、安心

して住み続けられる、大島らしい復興まちづくりを推進します。 

M-3-7 （2-1-7 再掲）被災した地域の雨水排水整備の実施 

・被災した地域において雨水排水対策を推進します。 
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後期 

M-3-8 元町地区復興まちづくりの推進 

・東京都が行う大金沢の土砂災害対策と流路改修の進捗にあわせて、安心

して住み続けられる、大島らしい復興まちづくりを引き続き推進しま

す。 

産業・観光復興支援の方針 

前期 

M-4-1 （3-1-1 再掲）被災事業所の再開資金等の支援 

・被災した中小企業や間接被害を受けた中小企業に対し、融資あっせんな

ど営業再開や経営安定に向けた支援を行い、必要に応じて新たな支援策

を検討します。 

M-4-2 （3-4-1 再掲）観光施設の早期復旧 

 ・海水浴場や弘法浜プール（仮称）など観光のための施設を早期復旧しま

す。 

中期 

M-4-3 （3-4-6 再掲）既存資源の活用と改善による観光客の誘致推進 

 ・元町港周辺の防災性能の強化とともに、機能性、快適性、デザイン性に

富んだ観光客に島の魅力を伝える環境づくりを検討します。 

M-4-4 大島らしいまちなみ形成に向けた検討 

 ・大島の植生を活用した緑化など、復興市街地の大島らしいまちなみ形成

に向けて継続して検討します。 

後期 

M-4-5 高質な空間形成に向けた道路や公園などの整備 

 ・大金沢流路改修の進捗にあわせて整備される道路や公園などを、大島ら

しい高質な空間となるよう検討し、整備します。 

防災まちづくりの強化の方針 

前期 

M-5-1 （4-6-1 再掲）追悼式の開催 

 ・今回の災害による犠牲者を悼み、二度と災害による犠牲を出さない取組み

を継続していくことを誓うため、追悼式を開催します。 

M-5-2 （4-5-2 再掲）避難経路の見直し 

 ・元町地区の復興まちづくりの検討などを通じて、自主防災組織との連携に

より避難経路を見直します。 

M-5-3 （4-4-2 再掲）土砂災害防止法に基づく区域指定と避難体制の強化

と避難計画の改訂 

 ・土砂災害防止法に基づく調査による「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別

警戒区域」指定を受け、警戒避難体制を強化し、避難計画を改訂します。

M-5-4 （4-6-4 再掲） 自然災害教訓を伝える資料整備 

 ・ジオパークとの連携により、災害の記憶をとどめ教訓を伝える場を設け、

自然と共生する暮らし方とともに、島内外に情報発信します。 

中期 

M-5-5 （4-4-3 再掲）地域における避難体制の整備 

 ・避難行動に支援を要する人の現状把握や地域特性をふまえ、防災関係機

関と緊密な調整を行い、避難計画の適宜見直しを行うとともに、自主防

災組織との連携によって地域ごとの避難体制を構築します。 

M-5-6 （4-5-6 再掲）避難経路の見直し 

 ・土砂災害、大規模地震、津波、噴火など災害ごとの特性にあわせ、自主
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防災組織との連携により避難経路を見直します。 

後期 

M-5-7 （4-6-7 再掲）災害教訓の伝承 

 ・今回の災害の教訓と復興の経験を島内外に伝えるため、復興の記録誌等

を編纂します。 

 ・観光客などの来島者にも防災学習の場の提供を検討していきます。ま

た、ＷＥＢ上に「大島災害伝承館（仮称）」を開設し、国内のみならず

海外への情報提供を進めます。 

M-5-8 （4-5-7 再掲）避難施設の強化 

 ・災害ごとの特性にあわせた避難経路の安全整備を実施します。 

M-5-9 道路、公園などの防災整備 

 ・コミュニティの育成、地域防災力の向上、市街地の安全確保に資する機

能を確保した道路、公園などを整備します。 
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橋の架替え 

元町地区の復興まちづくりの進め方と土地利用方針 

凡例 

     橋梁架替え箇所 

復興まちづくりの進め方  「安全・安心なまちづくりと住宅再建の推進」 

・大金沢の土砂災害対策と流路改修にあわせたまちづくり 

・被災者や住民等の意向を尊重した住宅再建支援 

Ｃゾーン（大金沢堆積工～丸塚橋の区域）の方針 

・緑地、農地、樹林地を育成 

・被災者等の意向を尊重した住宅再建支援 

Ｂゾーン（神達地区の導流堤の下部の地域）の方針 

・被災者等の意向を尊重しつつ、公園を中心とし

たオープンスペースとして利用 

A ゾーン（砂防施設予定地より上流

の地域）の方針 

・積極的な土地利用を行わない 

Ｃゾーン（丸塚橋～河口の区域）の方針 

・大金沢流路改修にあわせ、安心空間の整備と住宅再建を推進する 

Ｄゾーン（流路から離れた下流域）の方針 

・住宅や事業所が調和して立地する土地利用

・現地再建を基本とする 
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5 復興の推進体制 

復興には町と町民、事業者、東京都等との「協働と連携によるまちづくり」を行う必

要があり、特に、町民との協働と連携による復興を進めることが不可欠です。 

大島町は、島の地域力の強化と安全・安心なまちの再生をめざして、町民との協働と

連携による復興を積極的に推進していきます。 

復興の推進組織として、町全体の復興を推進する組織を設置するとともに、元町地区

の復興まちづくりについての具体化を進めるための推進組織を設置します。 

 

復興の推進体制 

 

 

 

 

＜大島町復興計画＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害からの一日も早い復興をめざし、町と町民、事業所、東京都などの協働による取

組みを推進し、その進行状況や成果などを確認していきます。また、より復興を加速す

る方策を協議するための組織を設置し、町と町民それぞれの果たすべき責任と役割分担

のもとに、大島町の復興を推進していきます。 

  

＜大島町復興計画全体の推進組織＞ 

・行政、町民、各種産業団体等で構成 

全島にかかわる復興計画 

元町地区の 

復興まちづくり計画 

元町地区における 

復興まちづくりの推進組織 

・住民、被災者、地権者、行政等 
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平成２５年台⾵２６号に伴う⼟砂災害 被害概要 

◆気象状況 

出典：平成 25 年台風第 26 号による被害状況等について（第 30 報） 

平成 25 年 11 月 25 日 17 時 00 分現在 内閣府 

 ・10 月 10 日 21 時にマリアナ諸島付近で発生した台風第 26 号は、16 日明け方

に大型で強い勢力で伊豆諸島北部を通過し、その後 16 日 15 時に三陸沖で温帯低

気圧となった。 

・この台風により、東日本、北日本の太平洋側を中心に大雨となった。特に東京都大

島町では、1 時間に 100 ミリ以上の猛烈な雨が降り、24 時間雨量が 824 ミリ

に達するなど、記録的な大雨となった。 

＜大島（元町）の大雨等の状況＞ 

（平成 25 年 10 月 14 日 0 時～10 月 16 日 24 時 アメダス観測地） 

  ・主な 1 時間降水量： 122.5 ミリ（16 日 3 時 53 分まで） 

   ・主な24 時間降水量：824.0 ミリ（16 日 8 時20 分まで） 

 

 

◆土砂災害等（出典：大島の応急復旧に向けた取組について 平成 25 年 12 月 東京都） 

 ○土砂災害 

  ・長沢：比較的面積の広い表層崩壊が発生、土砂と倒木が流下 

  ・八重沢、大宮沢：枝分かれした樹木のように沢の土砂が面的に流出 

  ・大金沢：表層崩壊が斜面の広い範囲で発生、大量の土砂と倒木が流下 

 ○山地災害（出典：大島の応急復旧に向けた取組について 平成 25 年 12 月 東京都） 

地区名 箇所数 

元町 ４か所 

泉津 ３か所 

岡田 ３か所 

波浮港 １か所 

計 11 か所 
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＜元町一帯の土砂災害の状況＞ 

（出典：平成 25 年台風第 26 号伊豆大島土砂災害の概要 国土交通省） 
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◆被害の概要 

 ○人的被害（平成 26 年７月 3１日現在 大島町） 

死者 36 人 行方不明者 ３人 

 

 ○建物被害（平成 26 年７月 3１日現在 大島町） 

 全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 合計 

被災住宅 
（住家=主たる居住家） 

 50   11   16   77 154 

被災家屋 
（非住家=別荘、倉庫等含

む） 
 87   17   33 109 246 

建物被害合計 
（り災証明発行件数） 

137   28   49 186 400 

被災世帯数   61   12   19   87 179 

被災人数 114   23   28 159 324 
  ※被災世帯数：主たる居住家における世帯のみであり、別荘所有者や倉庫所有者は含まず。 

 

 ○道路被害（出典：大島の応急復旧に向けた取組について 平成 25 年 12 月 東京都） 

都道 
都道大島循環線（野増地区）で土砂、流木の堆積、路肩等の崩

落が発生 

町道 

出払１号線、岡田泉津黒汐線、元村三原山線（御神火スカイラ

イン）、元町漁港線、橋の本牧場線、泉津開拓、泉津湯場線

で土砂の流入、路肩等の崩落が発生 

 

 ○港湾被害（出典：大島の応急復旧に向けた取組について 平成 25 年 12 月 東京都） 

港湾被害 元町港、岡田港、波浮港 

漁港被害 元町漁港、岡田漁港、野増漁港、泉津漁港 
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 ○農林漁業（出典：大島の応急復旧に向けた取組について 平成 25 年 12 月 東京都） 

  農地、農業施設、農作物等 

 被害概要 被害金額（千円） 

農地被害 
被害面積：200a（元町字神達） 

被害農家数：３戸 

200,000 

農業施設被害 

栽培施設 110 棟 

栽培関連施設 2 棟 

農業機械 2 台 

 34,460 

農作物等 

被害面積 

・アシタバ（露地）200a 

・ブバルディア（施設）57a 

・パンジー（鉢物）1a 

・野菜類 100a 

・その他（花卉・切葉類）68a 

104,664 

 

  林道（平成 25 年 12 月の災害査定による被害箇所数） 

路線名 開設延長（km） 被害箇所 

泉津線  4.2  6 

元町北線  2.0 14 

元町南線  3.5 20 

野増線  4.0  4 

間伏線  8.0  1 

合計 21.7 45 
 

 ○ライフライン（出典：大島の応急復旧に向けた取組について 平成 25 年 12 月 東京都） 

 ピーク時被害状況 全面復旧完了日 

停電 
10 月 18 日（金）11 時 30 分 

～20 日（日）18 時時点：110 件 

10 月 30 日（水）

11 時時点 

断水 
10 月 16 日（木） 

：約 3,000 世帯・約 5,000 人 
11 月 2 日（土） 

 

 

 


